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Ⅰ．償却資産について 

 

  固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、

その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必

要経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない方が所有するものを

含む)をいいます。 

 

 

 

資産の種類 対象となる主な償却資産の例示 

1 構築物 

構築物 舗装路面、駐車設備、庭園、外構工事、門及び塀、緑化施設、広告設備 等 

建物附属

設備 
受・変電設備、予備電源設備、内装・内部造作、その他建築設備 等 
※詳しくは 5 ページの(9)建築設備における家屋と償却資産の区分を参照 

2 機械及び装置 
各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備(タ
ーンテーブルを含む)、太陽光発電設備(建材型除く) 等 

5 車両及び運搬具 
大型特殊自動車(分類番号が「0、00～09 及び 000～099」、「9、90～99 及び
900～999」の車両)、構内運搬車、各種運搬具 等 

6 工具、器具及び備品 
パソコン、スマートフォン、陳列棚、レジスター、事務用機器、家具(事務
机、応接セット等)、金庫、電気器具、ガス器具、医療機器、理美容器具、
看板(ネオンサイン含む)、自動販売機、厨房機器、金型、測定・検査工具 等 

 
 

 

令和 8 年 1 月 1 日現在において、事業の用に供することができる資産です。(1 月 1 日取得の資産

は、その前年の 12 月を取得年月とします。) 

また、次に掲げる資産も申告が必要です。 

ア 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が10万円未満であっても個別に減価償却をおこなって

いるもの 

イ 福利厚生の用に供するもの 

ウ 建設仮勘定で経理されている資産(完成して事業の用に供している部分)及び簿外資産 

エ 遊休又は未稼動の資産 

オ 改良費(資本的支出) ※新たな資産の取得として本体とは区分して申告 

カ 賃借人が貸店舗等に施工した内装・内部造作・建築設備等(譲渡等により取得した場合を含む) 

キ 償却済資産(耐用年数が経過した資産) 

ク 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの 

ケ 大型特殊自動車(陸運支局等への登録の有無にかかわらず申告対象)  

 

 

次の資産は償却資産の対象とならないので、申告の必要はありません。 

ア 自動車税・軽自動車税の課税対象となるべきもの等 

例：小型特殊自動車に分類されるフォークリフト等※公道走行の有無は問いません。 

イ 無形減価償却資産(ソフトウェア、特許権、営業権等) 

ウ 繰延資産(創立費、開業費等) 

エ 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の資産で、税務会計上固定資産として計上しない

もの(一時に損金算入又は必要経費としているもの) 

オ 取得価額が20万円未満で、税務会計上3年間で一括償却しているもの 

カ リース資産(次ページを参照) 

 

(1) 償却資産とは 

(3) 申告の対象となる資産  

(2) 償却資産の種類と具体例 

(4) 申告の対象とならない資産  
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種類別明細書（減少資産用）記載例   

令和7年1月2日から令和8年1月1日までに減少した資産および前年前に減少し申告されていなかった資産を記載してください。 

同封の前年度の償却資産明細書から、減少した資産のみ転記してください。 

※    所有者コード

取得年月 (イ) 減少の事由及び区分

 １売却　 2滅失　

 3移動　 ４その他
百万 千 円

種類別明細書（減少資産用）令和 ８年度
所　　　有　　　者　　　名

１枚のうち

羽村市商店　羽村市　太郎
80000001

１枚目

資産コード
(抹消コード) 資　産　の　名　称　等 摘　　要

年 月 取　　得　　価　　額
1 全部
2 一部 

01 6 00003 エアコン 1 4 25 7

十億

6 1・2・3・4 1・2 処分
299 250

02 6 00004 冷凍冷蔵庫 1 4 28 9 226 800 6 1・2・3・4 1・2 〇〇店（〇〇市）へ移動

03 6 00005 パソコン 1 4 25 11 250 000 4 1・2・3・4 1・2 ２台のうち１台減(処分）

04 1・2・3・4 1・2

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

18 1・2・3・4 1・2

小　計 3 776 050  

 

頁
所有者コード 所　有　者　氏　名　又　は　名　称
80000001 羽村市商店　羽村市　太郎 1

取得時期

年号 年 月

償　却　資　産　明　細　書

資産コード 資産の名称 数量 　取得価額（円） 　評価額（円） 　決定価格（円） 　特例減額（円） 　課税標準額（円）
特例
コード

補正
コード

1
00001

ミドリガオカテンポ　チュ
ウシャジョウホソウ

1
平成

28 4 10 2 240 000 317 397 317 397 317 397

1
00002

ミドリガオカテンポ　オク
ガイキュウハイスイセツビ

1
平成

27 4 15 　 783 690 183 460 183 460 183 460

小　　　計 3 023 690 500 857 500 857 500 857

6
00003

エアコン

1
平成

25 7 6 299 250 14 962 14 962 14 962

6
00004

冷凍冷蔵庫

1
平成

28 9 6 226 800 11 340 11 340 11 340

6
00005

パソコン

2
平成

25 11 4 500 000 25 000 25 000 25 000

6
00006

コピーファックス複合機

1
平成

21 12 5 735 000 36 750 36 750 36 750

小　　　計 1 761 050 88 052 88 052 88 052

合　　　計 4 784 740 588 909 588 909 588 909

 
 

【記載例】 

ⓐ 
資産の名称 エアコン （1）種類別明細書（減少資産用）へ転記する。 

（2）減少の事由は滅失となるため「2」に〇をする。 

（3）減少の区分は全部となるため「1」に〇をする。 減 少 事 由 廃棄処分 

ⓑ 
資産の名称 冷凍冷蔵庫 （1）種類別明細書（減少資産用）へ転記する。 

（2）減少の事由は市外への移動となるため「3」に〇をする。 

（3）減少の区分は全部となるため「1」に〇をする。 減 少 事 由 市外へ移動 

ⓒ 
資産の名称 パソコン （1）種類別明細書（減少資産用）へ転記する。 

（2）減少の事由は2台のうち1台を処分のため「2」に〇をする。 

（3）減少の区分は一部となるため「2」に〇をする。 減 少 事 由 複数所有のうち、 

1つを廃棄処分 
 

 

ⓐ 

ⓑ 

ⓒ 

ⓐ 
ⓑ 
ⓒ 

減少した資産について転記
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項目 国税の取扱い 固定資産税(償却資産)の取扱い 

償却計算の基準日 事業年度(決算期) 賦課期日(1月1日) 

減価(償却)の方法 「定率法」・「定額法」の選択制度 一般の資産は固定資産税定率法 

前年中の新規取得資産 月割償却 半年償却(1/2) 

圧縮記帳 認められます 認められません ※4 

特別償却、割増償却、即時償却 認められます(租税特別措置法) 認められません 

増加償却 認められます 認められます(国税届出書等添付。

写可) 

評価額の最低限度額 備忘価格(1円)まで 取得価額の5／100 ※5 

改良費(資本的支出) 合算評価 区分評価(本体と別資産で計上) 

 
※4 国庫補助金等で取得した資産で取得価額を圧縮したものは、圧縮前の取得価額を記載してくださ 

い。 
※5 評価額の最低限度は取得価額の100分の5に相当する額となります。償却済資産（耐用年数が経過

した資産）であっても、事業の用に供している資産は申告の対象です。 
 

 

 

平成 24 年度税制改正により、市町村が判断し条例で決定できる制度「わがまち特例」が導入され、

羽村市税賦課徴収条例において課税標準の特例割合(軽減割合)を定めております。各特例の適用に

は別途申告が必要となりますのでお問い合わせください。 

取得時期 特例率 特例対象期間

第2項第1号 1/2 適用年度以降継続

第2項第5号 4/5 適用年度以降継続

（1,000KW未満） 第25項第1号(ｲ) 2/3

（1,000KW以上） 第25項第3号(ｲ) 3/4

（20KW以上） 第25項第1号(ﾛ) 2/3

（20KW未満） 第25項第3号(ﾛ) 3/4

（1,000KW未満） 第25項第1号(ﾊ) 2/3

（1,000KW以上） 第25項第4号(ﾛ) 1/2

（5,000KW以上） 第25項第3号(ﾊ) 3/4

（5,000KW未満） 第25項第4号(ｲ) 1/2

（10,000KW以上
20,000kw未満）

第25項第1号(ﾆ) 2/3

（10,000KW未満） 第25項第4号(ﾊ) 1/2

バイオマス発電設備
（木竹に由来するもの又は農産物の収穫

に伴って生ずるバイオマスを電気に変換

するものに限る）

（10,000KW以上
20,000kw未満）

第25項第2号 6/7

第28項 H29.4.1～R8.3.31 2/3 適用後5年度分

○上表は「わがまち特例」の一例を記載しております。

対象資産 根拠規定

汚水又は廃液の処理施設

下水道除害施設

浸水防止用設備

太陽光発電設備

風力発電設備

地熱発電設備

水力発電設備

バイオマス発電設備

法
附
則
第
15
条

R6.4.1～R8.3.31

適用後3年度分

 

(8)地域決定型地方税制特例措置(通称：わがまち特例)  

(7) 国税の取扱いとの比較  
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令和　8　年度
※

円

（ ）

年 月

ｱ. ｱ. ｱ.

イ. イ. イ.

※ ※

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

令和8年1月〇〇日
　　所　有　者　コ　ー　ド

（ふりがな）

（資本金等の額）

又は法人

の本店

所在地

ふりがな
２　氏名

又は法人

の名称

及び

代表者

氏名

個人
・法人
番号

①羽村市

緑ヶ丘５－２－１

十億 百万 千 円 十億 百万 千 円 十億 百万 千 円 十億 百万 千 円

②羽村市

羽４１２２

③羽村市

資産の名称

自動販売機

貸主の名称等

(有)羽村リース

自己所有 自己所有 自己所有

借　　家 借　　家 借　　家

　備考　（添付書類等）

十億 百万 千 円 十億 百万 千 円 十億 百万 千 円

下記に該当する方は、番号を○で囲んでください。

資産の増減なし

該当資産なし

事業廃止等 （　　　　年　　　　月　　　　日）

市外転出　・　廃業　・　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

明細書 明細書
（増加） (減少）

受付印

償却資産申告書　（償却資産課税台帳）羽 村 市 長 宛 0080000001
申告書及び納税通知書送付先

４
不動産業 8

短縮耐用
年数の承認

有   ・   無
事業種目

１　住所

羽村市緑ヶ丘５－２－１ 9
増加償却
の届出

有   ・   無
205-@@@@

（電話　　　　０４２-×××ー××××　　　　　　） ５ 事業開始
年月 H15 4 10

非課税
該当資産

有   ・   無

東京都羽村市緑ヶ丘五丁目２番地１
11

課税標準
の特例

有   ・   無

羽村市　太郎
６

この申告に
応答する者
の係及び
氏名

羽村市　光子

12
特別償却又は

圧縮記帳
有   ・   無

羽村市商店　羽村市　太郎
様 (電話　　042-5XX-XXXX　　）

（屋号 羽村市商店 ） 13
税務会計上の

償却方法
定率法・定額法

税理士
税理　一郎７ 税理士等

の氏名
３ 14 青色申告 有   ・   無

〇〇〇〇　〇〇〇〇　〇〇〇〇 (電話　　042-XXX-XXXX　　）

資産の種類
取　　　　　　得　　　　　　価　　　　　　額

前年前に取得したもの　(ｲ) 前年中に減少したもの　(ﾛ) 前年中に取得したもの　(ﾊ) 計（(ｲ)－(ﾛ)＋(ﾊ)）　　(ﾆ)

1 構 築 物
５ ７ ０ ０ ０ ０ ０ 5 700 000

2
機械及び

装置

3 船    舶

4 航 空 機

5
車両及び
運搬機

6
工具、器具
及び備品 １ ５ ７ ８ ０ ０ ０ 350 000 328 000 1 556 000

17
事業所用家屋

の
所有区分

7 合    計
① ② ③

７ ２ ７ ８ ０ ０ ０ 350 000 328 000 7 256 000

資産の種類 評    価    額 決  定  価  格 課 税 標 準 額
18

(ﾎ) (ﾍ) (ﾄ)

1 構 築 物

2
  機械及び

  装置

3 船     舶

4 航 空 機

5
  車両及び
  運搬機

6
工具、器具
及び備品 申告区分 受付 入力 返送

7 合     計

 
 

 
 

15 市内における
事業所等資産
の所在地

16
借　用　資　産
　（ 有 ・ 無 ）

 

 

④
⑤
⑥
⑦

⑩
● 償却資産を共有されている場合　⇒　共有者全員の住所及び氏名
● 合併等があった場合　⇒　合併日、合併法人名、被合併法人名等
● 課税標準の特例適用資産、非課税資産又は耐用年数の短縮等を適用した資産を所有している場合
⇒その届出書等の名称 (写しを添付)
● その他、この申告に必要な事項及び償却資産の評価について必要となる事項

項目1：所有者の住所(法人の場合は本店所在地)・電話番号を記載してださい。
項目2：氏名・屋号(法人の場合は法人名・代表者名)を記載してください。
項目3：番号制度による個人番号又は法人番号を記載してください。
　　　 個人番号を記載された場合は本人確認(番号確認、身元確認)が必要となります。
　　　※償却資産を共有されている方は、記載不要です。
項目4：事業種目を具体的に記載してください。
項目5：個人の方は事業を開業した年月を、法人にあっては設立年月を記載してください。
項目6：この申告書について直接応答できる経理担当者の氏名・電話番号を記載してください。
項目7：税理士、会計士等に依頼されている場合は、その方の氏名・電話番号を記載してください。
項目8～14：各項目について、該当する項目を○で囲んでください。
前年中に減少したもの(ﾛ)：令和7年1月2日～令和8年1月1日に減少した資産の取得額を種類別に記載してください。
前年中に取得したもの(ﾊ)：令和7年1月2日～令和8年1月1日に取得した資産の取得額を種類別に記載してください。
計(ﾆ)：(ｲ)(ﾛ)(ﾊ)の合計額を記載してください。
項目15：羽村市内の事業所所在地(資産の所在地)を記載してください。また、資産所在地が複数ある場合は、各々の
資産所在地を記載してください。
項目16：借用資産(レンタル・リース)の有無について該当するものを○で囲んでください。借用資産の名称と貸主の
氏名・住所を記載してください。
項目17：①～③は「15．資産の所在地」に対応しています。どちらか該当するものを○で囲んでください。

下記の異動等について該当がある場合、記載してください。
Ⅰ 前年中に資産の増減がなかった場合……「資産の増減なし」を○で囲む
Ⅱ 償却資産の申告対象資産がない場合……「該当資産なし」を○で囲む
Ⅲ 事業廃止等の異動があった場合……「事業廃止等」を○で囲み、異動事由、異動年月日、移転先住所等を記載する。

①

②

③

⑧

⑨

備考

⑪
項 目
18

 

償却資産申告書 記載例 

① ② 

③ 
④ 

⑧ 

⑨

 

⑥ ⑦ ⑤ 

普通申告の方は、この部分は記載不要です。 

電算申告の場合は、「（ホ）評価額」「（ヘ）決定価格」 

「（ト）課税標準額」を記載してください。 

⑩ 
⑪ 
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2  0.684 19  0.114 36  0.062 53  0.043 70  0.032 87  0.026 

3 0.536 20 0.109 37 0.060 54 0.042 71 0.032 88 0.026 

4 0.438 21 0.104 38 0.059 55 0.041 72 0.032 89 0.026 

5 0.369 22 0.099 39 0.057 56 0.040 73 0.031 90 0.025 

6 0.319 23 0.095 40 0.056 57 0.040 74 0.031 91 0.025 

7 0.280 24 0.092 41 0.055 58 0.039 75 0.030 92 0.025 

8 0.250 25 0.088 42 0.053 59 0.038 76 0.030 93 0.025 

9 0.226 26 0.085 43 0.052 60 0.038 77 0.030 94 0.024 

10 0.206 27 0.082 44 0.051 61 0.037 78 0.029 95 0.024 

11 0.189 28 0.079 45 0.050 62 0.036 79 0.029 96 0.024 

12 0.175 29 0.076 46 0.049 63 0.036 80 0.028 97 0.023 

13 0.162 30 0.074 47 0.048 64 0.035 81 0.028 98 0.023 

14 0.152 31 0.072 48 0.047 65 0.035 82 0.028 99 0.023 

15 0.142 32 0.069 49 0.046 66 0.034 83 0.027 100 0.023 

16 0.134 33 0.067 50 0.045 67 0.034 84 0.027 

17 0.127 34 0.066 51 0.044 68 0.033 85 0.026 

18 0.120 35 0.064 52 0.043 69 0.033 86 0.026 
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項目 国税の取扱い 固定資産税(償却資産)の取扱い 

償却計算の基準日 事業年度(決算期) 賦課期日(1月1日) 

減価(償却)の方法 「定率法」・「定額法」の選択制度 一般の資産は固定資産税定率法 

前年中の新規取得資産 月割償却 半年償却(1/2) 

圧縮記帳 認められます 認められません ※4 

特別償却、割増償却、即時償却 認められます(租税特別措置法) 認められません 

増加償却 認められます 認められます(国税届出書等添付。

写可) 

評価額の最低限度額 備忘価格(1円)まで 取得価額の5／100 ※5 

改良費(資本的支出) 合算評価 区分評価(本体と別資産で計上) 

 
※4 国庫補助金等で取得した資産で取得価額を圧縮したものは、圧縮前の取得価額を記載してくださ 

い。 
※5 評価額の最低限度は取得価額の100分の5に相当する額となります。償却済資産（耐用年数が経過

した資産）であっても、事業の用に供している資産は申告の対象です。 
 

 

 

平成 24 年度税制改正により、市町村が判断し条例で決定できる制度「わがまち特例」が導入され、

羽村市税賦課徴収条例において課税標準の特例割合(軽減割合)を定めております。各特例の適用に

は別途申告が必要となりますのでお問い合わせください。 

取得時期 特例率 特例対象期間

第2項第1号 1/2 適用年度以降継続

第2項第5号 4/5 適用年度以降継続

（1,000KW未満） 第25項第1号(ｲ) 2/3

（1,000KW以上） 第25項第3号(ｲ) 3/4

（20KW以上） 第25項第1号(ﾛ) 2/3

（20KW未満） 第25項第3号(ﾛ) 3/4

（1,000KW未満） 第25項第1号(ﾊ) 2/3

（1,000KW以上） 第25項第4号(ﾛ) 1/2

（5,000KW以上） 第25項第3号(ﾊ) 3/4

（5,000KW未満） 第25項第4号(ｲ) 1/2

（10,000KW以上
20,000kw未満）

第25項第1号(ﾆ) 2/3

（10,000KW未満） 第25項第4号(ﾊ) 1/2

バイオマス発電設備
（木竹に由来するもの又は農産物の収穫

に伴って生ずるバイオマスを電気に変換

するものに限る）

（10,000KW以上
20,000kw未満）

第25項第2号 6/7

第28項 H29.4.1～R8.3.31 2/3 適用後5年度分

○上表は「わがまち特例」の一例を記載しております。

対象資産 根拠規定

汚水又は廃液の処理施設

下水道除害施設

浸水防止用設備

太陽光発電設備

風力発電設備

地熱発電設備

水力発電設備

バイオマス発電設備

法
附
則
第
15
条

R6.4.1～R8.3.31

適用後3年度分

 

(8)地域決定型地方税制特例措置(通称：わがまち特例)  

(7) 国税の取扱いとの比較  
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令和　8　年度
※

円

（ ）

年 月

ｱ. ｱ. ｱ.

イ. イ. イ.

※ ※

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

令和8年1月〇〇日
　　所　有　者　コ　ー　ド

（ふりがな）

（資本金等の額）

又は法人

の本店

所在地

ふりがな
２　氏名

又は法人

の名称

及び

代表者

氏名

個人
・法人
番号

①羽村市

緑ヶ丘５－２－１

十億 百万 千 円 十億 百万 千 円 十億 百万 千 円 十億 百万 千 円

②羽村市

羽４１２２

③羽村市

資産の名称

自動販売機

貸主の名称等

(有)羽村リース

自己所有 自己所有 自己所有

借　　家 借　　家 借　　家

　備考　（添付書類等）

十億 百万 千 円 十億 百万 千 円 十億 百万 千 円

下記に該当する方は、番号を○で囲んでください。

資産の増減なし

該当資産なし

事業廃止等 （　　　　年　　　　月　　　　日）

市外転出　・　廃業　・　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

明細書 明細書
（増加） (減少）

受付印

償却資産申告書　（償却資産課税台帳）羽 村 市 長 宛 0080000001
申告書及び納税通知書送付先

４
不動産業 8

短縮耐用
年数の承認

有   ・   無
事業種目

１　住所

羽村市緑ヶ丘５－２－１ 9
増加償却
の届出

有   ・   無
205-@@@@

（電話　　　　０４２-×××ー××××　　　　　　） ５ 事業開始
年月 H15 4 10

非課税
該当資産

有   ・   無

東京都羽村市緑ヶ丘五丁目２番地１
11

課税標準
の特例

有   ・   無

羽村市　太郎
６

この申告に
応答する者
の係及び
氏名

羽村市　光子

12
特別償却又は

圧縮記帳
有   ・   無

羽村市商店　羽村市　太郎
様 (電話　　042-5XX-XXXX　　）

（屋号 羽村市商店 ） 13
税務会計上の

償却方法
定率法・定額法

税理士
税理　一郎７ 税理士等

の氏名
３ 14 青色申告 有   ・   無

〇〇〇〇　〇〇〇〇　〇〇〇〇 (電話　　042-XXX-XXXX　　）

資産の種類
取　　　　　　得　　　　　　価　　　　　　額

前年前に取得したもの　(ｲ) 前年中に減少したもの　(ﾛ) 前年中に取得したもの　(ﾊ) 計（(ｲ)－(ﾛ)＋(ﾊ)）　　(ﾆ)

1 構 築 物
５ ７ ０ ０ ０ ０ ０ 5 700 000

2
機械及び

装置

3 船    舶

4 航 空 機

5
車両及び
運搬機

6
工具、器具
及び備品 １ ５ ７ ８ ０ ０ ０ 350 000 328 000 1 556 000

17
事業所用家屋

の
所有区分

7 合    計
① ② ③

７ ２ ７ ８ ０ ０ ０ 350 000 328 000 7 256 000

資産の種類 評    価    額 決  定  価  格 課 税 標 準 額
18

(ﾎ) (ﾍ) (ﾄ)

1 構 築 物

2
  機械及び

  装置

3 船     舶

4 航 空 機

5
  車両及び
  運搬機

6
工具、器具
及び備品 申告区分 受付 入力 返送

7 合     計

 
 

 
 

15 市内における
事業所等資産
の所在地

16
借　用　資　産
　（ 有 ・ 無 ）

 

 

④
⑤
⑥
⑦

⑩
● 償却資産を共有されている場合　⇒　共有者全員の住所及び氏名
● 合併等があった場合　⇒　合併日、合併法人名、被合併法人名等
● 課税標準の特例適用資産、非課税資産又は耐用年数の短縮等を適用した資産を所有している場合
⇒その届出書等の名称 (写しを添付)
● その他、この申告に必要な事項及び償却資産の評価について必要となる事項

項目1：所有者の住所(法人の場合は本店所在地)・電話番号を記載してださい。
項目2：氏名・屋号(法人の場合は法人名・代表者名)を記載してください。
項目3：番号制度による個人番号又は法人番号を記載してください。
　　　 個人番号を記載された場合は本人確認(番号確認、身元確認)が必要となります。
　　　※償却資産を共有されている方は、記載不要です。
項目4：事業種目を具体的に記載してください。
項目5：個人の方は事業を開業した年月を、法人にあっては設立年月を記載してください。
項目6：この申告書について直接応答できる経理担当者の氏名・電話番号を記載してください。
項目7：税理士、会計士等に依頼されている場合は、その方の氏名・電話番号を記載してください。
項目8～14：各項目について、該当する項目を○で囲んでください。
前年中に減少したもの(ﾛ)：令和7年1月2日～令和8年1月1日に減少した資産の取得額を種類別に記載してください。
前年中に取得したもの(ﾊ)：令和7年1月2日～令和8年1月1日に取得した資産の取得額を種類別に記載してください。
計(ﾆ)：(ｲ)(ﾛ)(ﾊ)の合計額を記載してください。
項目15：羽村市内の事業所所在地(資産の所在地)を記載してください。また、資産所在地が複数ある場合は、各々の
資産所在地を記載してください。
項目16：借用資産(レンタル・リース)の有無について該当するものを○で囲んでください。借用資産の名称と貸主の
氏名・住所を記載してください。
項目17：①～③は「15．資産の所在地」に対応しています。どちらか該当するものを○で囲んでください。

下記の異動等について該当がある場合、記載してください。
Ⅰ 前年中に資産の増減がなかった場合……「資産の増減なし」を○で囲む
Ⅱ 償却資産の申告対象資産がない場合……「該当資産なし」を○で囲む
Ⅲ 事業廃止等の異動があった場合……「事業廃止等」を○で囲み、異動事由、異動年月日、移転先住所等を記載する。

①

②

③

⑧

⑨

備考

⑪
項 目
18

 

償却資産申告書 記載例 

① ② 

③ 
④ 

⑧ 

⑨

 

⑥ ⑦ ⑤ 

普通申告の方は、この部分は記載不要です。 

電算申告の場合は、「（ホ）評価額」「（ヘ）決定価格」 

「（ト）課税標準額」を記載してください。 

⑩ 
⑪ 
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Ⅰ．償却資産について 

 

  固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、

その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必

要経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない方が所有するものを

含む)をいいます。 

 

 

 

資産の種類 対象となる主な償却資産の例示 

1 構築物 

構築物 舗装路面、駐車設備、庭園、外構工事、門及び塀、緑化施設、広告設備 等 

建物附属

設備 
受・変電設備、予備電源設備、内装・内部造作、その他建築設備 等 
※詳しくは 5 ページの(9)建築設備における家屋と償却資産の区分を参照 

2 機械及び装置 
各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備(タ
ーンテーブルを含む)、太陽光発電設備(建材型除く) 等 

5 車両及び運搬具 
大型特殊自動車(分類番号が「0、00～09 及び 000～099」、「9、90～99 及び
900～999」の車両)、構内運搬車、各種運搬具 等 

6 工具、器具及び備品 
パソコン、スマートフォン、陳列棚、レジスター、事務用機器、家具(事務
机、応接セット等)、金庫、電気器具、ガス器具、医療機器、理美容器具、
看板(ネオンサイン含む)、自動販売機、厨房機器、金型、測定・検査工具 等 

 
 

 

令和 8 年 1 月 1 日現在において、事業の用に供することができる資産です。(1 月 1 日取得の資産

は、その前年の 12 月を取得年月とします。) 

また、次に掲げる資産も申告が必要です。 

ア 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が10万円未満であっても個別に減価償却をおこなって

いるもの 

イ 福利厚生の用に供するもの 

ウ 建設仮勘定で経理されている資産(完成して事業の用に供している部分)及び簿外資産 

エ 遊休又は未稼動の資産 

オ 改良費(資本的支出) ※新たな資産の取得として本体とは区分して申告 

カ 賃借人が貸店舗等に施工した内装・内部造作・建築設備等(譲渡等により取得した場合を含む) 

キ 償却済資産(耐用年数が経過した資産) 

ク 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの 

ケ 大型特殊自動車(陸運支局等への登録の有無にかかわらず申告対象)  

 

 

次の資産は償却資産の対象とならないので、申告の必要はありません。 

ア 自動車税・軽自動車税の課税対象となるべきもの等 

例：小型特殊自動車に分類されるフォークリフト等※公道走行の有無は問いません。 

イ 無形減価償却資産(ソフトウェア、特許権、営業権等) 

ウ 繰延資産(創立費、開業費等) 

エ 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の資産で、税務会計上固定資産として計上しない

もの(一時に損金算入又は必要経費としているもの) 

オ 取得価額が20万円未満で、税務会計上3年間で一括償却しているもの 

カ リース資産(次ページを参照) 

 

(1) 償却資産とは 

(3) 申告の対象となる資産  

(2) 償却資産の種類と具体例 

(4) 申告の対象とならない資産  
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種類別明細書（減少資産用）記載例   

令和7年1月2日から令和8年1月1日までに減少した資産および前年前に減少し申告されていなかった資産を記載してください。 

同封の前年度の償却資産明細書から、減少した資産のみ転記してください。 

※    所有者コード

取得年月 (イ) 減少の事由及び区分

 １売却　 2滅失　

 3移動　 ４その他
百万 千 円

種類別明細書（減少資産用）令和 ８年度
所　　　有　　　者　　　名

１枚のうち

羽村市商店　羽村市　太郎
80000001

１枚目

資産コード
(抹消コード) 資　産　の　名　称　等 摘　　要

年 月 取　　得　　価　　額
1 全部
2 一部 

01 6 00003 エアコン 1 4 25 7

十億

6 1・2・3・4 1・2 処分
299 250

02 6 00004 冷凍冷蔵庫 1 4 28 9 226 800 6 1・2・3・4 1・2 〇〇店（〇〇市）へ移動

03 6 00005 パソコン 1 4 25 11 250 000 4 1・2・3・4 1・2 ２台のうち１台減(処分）

04 1・2・3・4 1・2

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

18 1・2・3・4 1・2

小　計 3 776 050  

 

頁
所有者コード 所　有　者　氏　名　又　は　名　称
80000001 羽村市商店　羽村市　太郎 1

取得時期

年号 年 月

償　却　資　産　明　細　書

資産コード 資産の名称 数量 　取得価額（円） 　評価額（円） 　決定価格（円） 　特例減額（円） 　課税標準額（円）
特例
コード

補正
コード

1
00001

ミドリガオカテンポ　チュ
ウシャジョウホソウ

1
平成

28 4 10 2 240 000 317 397 317 397 317 397

1
00002

ミドリガオカテンポ　オク
ガイキュウハイスイセツビ

1
平成

27 4 15 　 783 690 183 460 183 460 183 460

小　　　計 3 023 690 500 857 500 857 500 857

6
00003

エアコン

1
平成

25 7 6 299 250 14 962 14 962 14 962

6
00004

冷凍冷蔵庫

1
平成

28 9 6 226 800 11 340 11 340 11 340

6
00005

パソコン

2
平成

25 11 4 500 000 25 000 25 000 25 000

6
00006

コピーファックス複合機

1
平成

21 12 5 735 000 36 750 36 750 36 750

小　　　計 1 761 050 88 052 88 052 88 052

合　　　計 4 784 740 588 909 588 909 588 909

 
 

【記載例】 

ⓐ 
資産の名称 エアコン （1）種類別明細書（減少資産用）へ転記する。 

（2）減少の事由は滅失となるため「2」に〇をする。 

（3）減少の区分は全部となるため「1」に〇をする。 減 少 事 由 廃棄処分 

ⓑ 
資産の名称 冷凍冷蔵庫 （1）種類別明細書（減少資産用）へ転記する。 

（2）減少の事由は市外への移動となるため「3」に〇をする。 

（3）減少の区分は全部となるため「1」に〇をする。 減 少 事 由 市外へ移動 

ⓒ 
資産の名称 パソコン （1）種類別明細書（減少資産用）へ転記する。 

（2）減少の事由は2台のうち1台を処分のため「2」に〇をする。 

（3）減少の区分は一部となるため「2」に〇をする。 減 少 事 由 複数所有のうち、 

1つを廃棄処分 
 

 

ⓐ 

ⓑ 

ⓒ 

ⓐ 
ⓑ 
ⓒ 

減少した資産について転記
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